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研究成果の概要（和文）：本研究では、原発関連施設反対運動が展開された地域の「その後」を検証すること
で、環境問題／運動経験地域にとって問題の解決とは何かを問い直し、問題解決や地域再生のための社会的条件
を導出することを目的とした。調査結果の分析からは、反対運動や政策転換によって原発などの建設が中止され
た場合、環境破壊という顕著な被害は軽微で済むものの、計画の受け入れをめぐり人間関係が悪化したり、期待
された経済効果が得られないなど、潜在的な被害がもたらされていることが明らかになった。さらに、こうした
潜在的被害に対しては、新たな産業の誘致や記憶の継承によって、経済的・社会的側面の対応が取られているこ
とが明らかになった。

研究成果の概要（英文）：This research project aims at rethinking on what is the solution for the 
communities confronted with environmental conflict and clarifying the social conditions which bring 
problems to be solved and communities to be revitalized. For this purpose,  data on the "after" of 
the communities which cancelled the constructions of atomic facilities has been gathered and 
analyzed. Analyses show following findings: (1) The Cancels of atomic facilities bring the local 
communities severe latent damages of worsening of neighbor relationships and of loss of expected 
economic effect, though the environmental damages are light. (2) Some communities deal with those 
latent damages economically and socially by inviting new industries and recording the stories of 
protest movements.

研究分野： 社会学
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

1．研究開始当初の背景 
ひとたび環境問題が発生すると、自然環境

や人間の身体に物理的な被害が及ぶだけで

なく、当該地域の産業や人間関係など社会的

な側面にも影響が及びうる。そのため、環境

問題の「解決」について考えるときには、自

然環境や人々の身体への被害だけでなく、地

域社会にもたらされた問題や、それらを克服

しようとする人々の取り組みにも焦点を当

てる必要がある。反対運動や政策転換によっ

て大規模公共事業計画などが中止され自然

環境への被害が事前に食い止められた場合

でも、受け入れ予定地域への影響は軽微では

ない。環境破壊という形での顕著な被害は少

ないものの、計画の受け入れをめぐって人間

関係が悪化し地域社会が分断されたり、期待

されていた経済効果が得られなかったりと、

目に見えない形の被害がもたらされている

場合がある。それゆえ、環境汚染/破壊が未然

に防がれた場合でも、目に見えにくい被害の

実態や、それらを克服しようとする人々の取

り組みへの着目が必要である。さらに、環境

問題の解決を検証する際には、事例の「その

後」に焦点を当てることが重要である。司法

の判断や政治的決定によって一定の決着が

ついたかに見える事例でも、人間関係や経済

的な側面なども含めた地域社会の再生に着

目すると、事態に決着がついたとはいえない

場合が少なくないためである。事態が劇的に

動いた「そのとき」やそこに至る過程だけで

なく、「その後」にも調査・分析の重点が置

かれるべきである。 

こうした問題意識のもと、環境社会学や社

会運動研究の先行研究を概観すると、それら

のほとんどが、事態が大きく動いた「そのと

き」やそこに至る過程に焦点を当てたもので

あり、「その後」に焦点を当てた調査・分析

は極めて少ない。おもに、被害の記憶を語り

継ぐことや自らの地域を見つめ直すことを

通じて「その後」と向き合う地域社会の人々

の姿を描出する研究や、公共事業が中止され

た後の地域おこしの取り組みをエピローグ

的に紹介する研究はあるものの、いずれも個

別事例での議論にとどまり、環境問題や環境

運動を経験した地域の「その後」についての

体系だった研究の蓄積は十分とはいえない。 

研究代表者は、本研究課題開始以前に、ド

イツ各地で展開された原発関連施設反対運

動の事例の調査分析をおこない、その際に、

原発関連施設建設反対運動を展開した地域

のさまざまな「その後」に直面してきた。た

とえば、原発関連施設の建設阻止に成功した

ものの、運動終結から 20 年以上を経てもな

お、かつて「賛成派」と「反対派」のいずれ

だったかを意識しながら生活する地域住民

や、当時の運動方針の違いから、運動終結後

に袂を分かつに至った人々である。さらに、

2011 年 3 月の福島第一原発故以降、脱原発

社会への希求が強まる状況を受けて、研究代

表者は、原発関連施設の立地を拒んだ地域の

「その後」を検証し、原発関連施設に依らな

い地域振興が成功するための社会的条件を

導出するという主題を着想するに至った。 
 
2．研究の目的 

ドイツでは、1970 年代半ば以降、原発関

連施設建設計画に対する反対運動が活発化

し、連邦各地で、計画の白紙撤回や着工後の

建設中止が相次いだ。本研究では、これらの

なかから複数の地域に焦点を当て、原発関連

施設の建設が中止になった後の地域社会の

動向を検証することを目的とした。おもに取

り上げたのは、(1) ヴァッカースドルフ使用

済み核燃料再処理施設の建設が中止された

オーバープファルツ地方（バイエルン州）、(2) 

ヴィール原発の建設が中止されたオーバー

ライン地方（バーデン=ヴュルテンベルク州）

の事例である。いずれも地域住民を中心とし

た反対運動が展開され計画が中止に至った

事例である。 



これらの事例の地域社会に原発関連施設

の立地計画及びその中止によってもたらさ

れた影響としては、前述の通り、(ⅰ)人間関

係の悪化などの社会的な影響と、(ⅱ)期待さ

れた経済効果が得られないなどの経済的側

面への影響が想定された。本研究では、まず

【1】(ⅰ)(ⅱ)の実態を明らかにし、次に【2】

(ⅰ)(ⅱ)の克服が試みられていく過程の検証

を試みた。さらに、【3】社会的問題の克服過

程と経済的問題の克服過程とが相互に作用

しながら当該地域の「その後」が展開されて

いく動態を明らかにし、最後に、【4】日本の

事例（巻町原発および芦浜原発）も踏まえな

がら、原発関連施設に依存しない地域社会の

ありかたを検討した。 
 
3．研究の方法 
 具体的な研究の手順は、以下のとおりであ

る。【1】まず、ドイツの 2 事例について、

反対運動終結後の当該地域にどのような問

題が残されたり生じたりしたのかを明らか

にした。(1)オーバープファルツでは、使用済

み核燃料の再処理施設建設が計画され、住民

を中心とした激しい反対運動が約 10 年にわ

たって展開された。立地点一帯の森林が伐採

され、建屋の建設が開始されたところで建設

計画の中止が発表された（1989 年）。研究

代表者は、2003 年からこの反対運動の調査

を進めてきたが、その際に、いまだに地域住

民のあいだで「あのとき計画に賛成だったか、

反対だったか」が意識されていることを確認

した。本研究では、こうした運動当時の「敵

／味方」という意識が、現在の社会関係にど

のような影響を与えているのか、聞き取り調

査によって明らかにした。同様のことは(2)

オーバーラインや日本の事例においても想

定されたため、それらでも同様の調査をおこ

なった。これによって、原発関連施設計画が

もたらされたことによって生じた、当該地域

への社会的被害の実態を部分的にではある

が明らかにした（【1】-(ⅰ)）。加えて、原

発関連施設が計画された時点で、それぞれの

地域ではどのような経済効果が期待されて

いたのかを明らかにし、期待されていながら

得られなかったという意味での経済的損失

の導出を試みた。それぞれの立地点では、原

発関連施設の建設計画がもたらされた当初、

州政府や電力会社によって施設のメリット

が大々的にアピールされていた。とりわけ強

調されていたのは、施設の立地により確保さ

れる大規模かつ安定的な働き口である。本研

究では、当時の地元紙紙面に掲載された電力

会社の広告や、地元有力政治家の発言、州政

府の発表など、おもに文書資料から、それぞ

れの地域において期待されていたが得られ

なかったという意味での経済的損失を明ら

かにした（【1】-(ⅱ)）。 

【2】次に、【1】で明らかにした原発関連

施立地計画の「後遺症」を、地域住民が克服

していく過程を明らかにした。たとえば【1】

-(ⅱ)については、伐採された建設跡地の森林

地帯について、植林によって原状回復するか

否かを検討した末に、工業地帯として活用す

ることにしたオーバープファルツの例と、植

林し自然公園として活用されているオーバ

ーラインの例とを分析し、期待されていて得

られなかった経済的利益（雇用先、税収など）

がどの程度補われたのかを検証した。 

 さらに、三重県芦浜地区など、日本におい

て原発の立地を拒んだ地域社会の「その後」

の調査・分析結果をあわせて検証し、ドイツ

の事例から導出した条件を日本の地域社会

に適用するための要件を検討した。 

 

4．研究成果 

 本研究の結果得られた知見は次のとおり

である。まず、【1】の原発関連施設計画地域

にもたらされた社会的および経済的ダメー

ジについては、とりわけ社会的ダメージの大

きさが明らかになった。【1】-(ⅰ)の経済的損

失については、おもに雇用面が挙げられるが、



ヴィール原発においてもヴァッカースドル

フ使用済み核燃料再処理施設においても、公

式の雇用計画が発表される段階には至って

おらず、推進派の政治家が演説などで雇用創

出「見込み」をアピールした記録が残るのみ

であった。具体的には、ヴィールにおいては

800 人程度、ヴァッカースドルフにおいては

1600 人程度の雇用が見込まれていたようだ

が、この数字は、実際に稼働にこぎつけた原

発の作業員数と比較すると倍程度に見積も

られており、原発誘致の効果が誇張されてい

たことがうかがえる。ヴィールでもヴァッカ

ースドルフでも、作業員の募集も開始されて

いなかった。 

 これに対して、【1】-(ⅱ)の社会的側面への

ダメージはオーバーライン（ヴィール）、オ

ーバープファルツ（ヴァッカースドルフ）双

方において深刻である。前述のように、計画

がもちあがり反対運動が展開されたのはそ

れぞれ 1970 年代と 1980 年代であり、運動の

終結からは 25～30 年以上経過している。そ

れにもかかわらず、当時の推進派／反対派と

いう区別がいまだに地域住民のあいだでは

意識されている。多くの人々が集まる場では、

かつての推進派／反対派が混在していると

考えるため、場の空気を悪くしないために、

原発計画や再処理施設計画やそれらへの反

対運動のことは話題にしないことが暗黙の

了解になっている。ただし、これらの傾向に

は若干の差があり、オーバープファルツ（ヴ

ァッカースドルフ）においてより強く現れて

いる。日本の事例でも社会的側面への深刻な

ダメージが確認された。 

 次に、こうした原発関連施設立地計画の

「後遺症」の解消について（【2】）であるが、

これについても、社会的ダメージの解消の困

難さが明らかになった。【2】-(1)の経済的損

失の回復については、それぞれ異なるアプロ

ーチでダメージのからの回復や解消が図ら

れていた。なかでも特筆すべきは、オーバー

プファルツ（ヴァッカースドルフ）で再処理

施設計画跡地に「イノヴェーション・パーク」

と呼ばれる一大工場群が誘致されたことで

ある。しかも、その際に重要な役割を果たし

たのが、地元の政治家たちであった。もとも

と再処理施設建設計画に反旗を翻した地元

の革新系郡長（Landrat）に加えて、再処理

施設建設を推進した地元の保守系政治家た

ちが共同で企業誘致に乗り出し、BMW を中

心とする自動車関連の製造業で約 3000 人分

の雇用を確保することに成功している。加え

て、かつて褐炭の露天掘りをおこなっていた

ヴァッカースドルフでは、その巨大な跡坑に

水を張って人工湖とし、その湖を利用したツ

ーリズムに力を入れている。こうした、行政

や政治家主導の産業創出により、ヴァッカー

スドルフは「バイエルン州で最も裕福な自治

体」と言われるまでの税収を誇るに至った。 

 これに対して、オーバーライン（ヴィール）

では住民の動きが目立つ。特に、原発反対運

動経験者が、再生可能エネルギーをはじめと

するエコ事業を展開し、ヴィールだけでなく

大都市フライブルクと連携した雇用確保に

成功している。ヴァッカースドルフ同様にツ

ーリズムにも力を入れているが、企業や海外

自治体からの環境学習を積極的に受け入れ

るなどエコ・ツーリズムにとりわけ力を入れ

ていることが特徴的である。 

 このように経済的損失への対応が比較的

成功裏に進んだのに対して、【2】-(ⅱ)社会的

ダメージの解消はいまだ模索が続いている。

前述したように、当該地域ではかつての推進

派／反対派がいまだに意識されており、しか

も、推進派だった人々が沈黙せざるを得ない

状況が続いている。本研究の調査の際も、か

つての反対派への聞き取り調査は順調だっ

たものの、賛成派だった人々の聞き取り調査

は困難を極めた。 

 こうしたなか、社会的ダメージの解消に向

けた模索は、ドイツではいずれの地域におい



ても行政や政治家サイドではなく、住民の手

によって進められている。ただし、その際の

“住民”は沈黙を要さない人々、すなわちか

つて反対派だった人々が中心である。そのた

め、現在のところ活動は反対運動の記憶の継

承が中心であり、このことは、ともすると、

かつての推進派をさらに沈黙へと向かわせ

る可能性も有している。 

 これに対して日本の事例では、反対運動の

記憶の継承にも消極的なのが現状である。特

に賛成／反対に分かれて激しい対立を経験

した立地自治体の住民にとっては、反対運動

８９念碑の設置も拒んだほどであった。この

点は、反対運動の記憶を積極的に語り遺そう

とするドイツの事例とは対照的である。 

 以上より、【3】原発関連施設建設計画およ

びその中止が地域社会にもたらす経済的／

社会的ダメージについては、社会的ダメージ

がより深刻で解消が困難であることが明ら

かになった。このことは日本の場合にもあて

はまるが、日本では次の 2 点の理由から、経

済的側面についても困難さが色濃く残る。 

1 点目は、日本では原発が海沿いの過疎地

域に立地し、地理的に都市との隔たりが大き

いことである。ドイツでは、大きな川沿いに

原発関連施設が立地するため、必然的に都市

近郊に立地することになり、原発関連施設の

建設が中止されても代わりの企業誘致をお

こないやすいうえに、都市が雇用を吸収し近

郊の自治体がベッドタウン化することも可

能である。これに対し日本の立地点は、原発

に代わる産業を確保しにくい条件にあるう

え、ベッドタウン化にも不利な条件にある。 

 2 点目は、ドイツとは異なり日本にはいわ

ゆる電源三法交付金制度が存在し、原発関連

施設の立地にともなう経済効果が莫大であ

る点である。原発関連施設立地の経済効果が

営業税収入と雇用にあったドイツの立地自

治体に比べ、日本の立地自治体は原発関連施

設への依存度が格段に高い。 

 さらに、かつて推進派であった保守系の政

治家が反旗を翻した立地自治体のために産

業誘致に協力的になりうるかという点もあ

わせれば、日本の立地自治体は、原発関連施

設の経済効果のオルタナティヴを確保する

ことに関して、ドイツの立地自治体よりも困

難さを抱えていると言える。 
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